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第３章    計画の基本的な考え方 

 

第１節 基本理念 

〇 市では、平成２７（２０１５）年度から「日本一子育てしやすいまちづくり」を

重要施策として掲げ、平成２７（２０１５）年 3 月に「東大和市子ども・子育て支

援事業計画」を策定し、子ども・子育て支援施策を総合的に進めてきました。 

  また、平成３１（２０１９）年度から、東大和市の未来を担う子どもたちの健や

かな成長を守り育み、子どもたち自身が自分らしく、未来に向けて夢や希望をもち、

社会の一員として生きていける力を育めるよう、子どもから大人までのすべての市

民、地域関係者・事業者及び市が相互に協力し、取り組むための、子ども・子育て

に関する「共通の理念・指針」として、「東大和市子どもと大人のやくそく（東大和

市子ども・子育て憲章）」の制定に向けた準備を進めています。 

 

〇 本計画では、「東大和市子ども・子育て支援事業計画」の理念や方向性などを引き

継ぎ、市のすべての子どもたちの健やかな育ちと若者・子育て世代を支援するため、

市民一人ひとりが子育てについて理解と認識を深め、家庭、教育・保育施設、学校、

事業者、地域の関係者等の皆様と市が相互に協力し、地域社会が一体となって取り

組んでいけるまちをめざして、計画の基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

基 本 理 念 
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第２節 基本目標 

基本理念の実現に向け、以下の５つの基本目標を掲げます。 

 

１ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の仕組みをつくります    

核家族化の進行や地域のつながりの希薄化等により、妊産婦や子育て家庭が感じる

孤立感、子育ての負担感を減らし、安心して子育てができるよう、すべての子ども及

び子育て家庭を対象とした、妊娠・出産期からの切れ目のない支援が必要です。 

妊産婦や子育て家庭が、孤立することがないよう、家庭を取り巻く様々な生活課題

への相談等に応じ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことで、  

出産・子育ての不安を軽減し、安心して子どもを生み育てることができる仕組みをつ

くります。 

 

２ ライフステージに沿った子どもの成長と発達を支援する環境をつくります 

乳幼児期は、心情、意欲、態度、基本的生活習慣等生涯にわたる人格形成の基礎が

培われる重要な時期です。そのことを踏まえ、発達に応じた教育・保育を通じ、子ど

もの健やかな発達を保障するとともに、学齢期となる小学校生活へスムーズに移行が

できるよう関係職員の連携が深まる取組を進めます。 

また、家庭、学校、地域が一体となって、子ども自らの力を培い、伸ばし、支えて

いく教育環境づくりを推進するとともに、次代を担う若者が子どもを生み育てること

の意義を学べる機会の提供などの取組を進めます。 

 

３ 子育てしやすい安全・安心な環境をつくります  

核家族化や共働き家庭の増加などの社会状況の変化によって、保育ニーズが高まっ

ています。 

このような保育ニーズの高まりに対応していけるよう、乳幼児期における保育サー

ビスの充実や就学児童の放課後の活動場所の充実を計画的に進めるとともに、地域や

子育て支援を行う団体等と密接に連携・協力して、子どもの成長に応じた適切な支援

が受けられる、子育てしやすい環境をつくります。 
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４ 子ども・若者の健やかな成長と自立を支える地域をつくります  

次代を担う子どもや若者たちが、社会の一員として自立するためには、心身ともに

健やかに成長し、自ら学び考え行動する力や、社会の発展に主体的に貢献する力を身

に付けていくことが必要です。 

すべての子どもや若者たちの最善の利益が守られ、健やかに学び成長でき、社会の

一員として自立していける地域をつくります。 

 
 

５ 支援や配慮を必要とする子どもや家庭を支える地域をつくります 

障害のある児童等、配慮が必要な子どもについては、子どもや保護者のニーズに応

じ、子どもの特性に合わせた継続的で適切な支援が必要です。 

児童虐待については、地域社会が一体となって児童虐待の未然防止・早期発見に取

り組むことが必要です。 

経済的困難を抱える等、貧困の状況にある子どもや保護者、子育て家庭の支援につ

いては、国が示す方向性等を踏まえながら、関係機関と連携して相談や負担軽減など

の支援施策を行うことで、総合的な対応を図ります。 
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第３節 施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

あ
ふ
れ
る
笑
顔
で 

す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
心
と
幸
せ
を
育
む
ま
ち 

東
大
和 

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本目標 ］

（１）子育て家庭に対する相談体制の充実 

２ ライフステージに

沿った子どもの成

長と発達を支援す

る環境をつくりま

す 

【対応・関連する計画】 

 ○第２期子ども・子育て

支援事業計画 

 ○第１期次世代育成支援

行動計画 

 ○第１期新・放課後子ど

も総合プランに基づく

市行動計画 

３ 子育てしやすい安

全・安心な環境を

つくります 
【対応・関連する計画】 

 ○第２期子ども・子育て

支援事業計画 

 ○第１期次世代育成支援

行動計画 

 ○第１期新・放課後子ど

も総合プランに基づく

市行動計画 

 

４ 子ども・若者の健

やかな成長と自立

を支える地域をつ

くります 
【対応・関連する計画】 

 ○第１期子ども・若者計画

５ 支援や配慮を必要

とする子どもや家

庭を支える地域を

つくります 
【対応・関連する計画】 

 ○第１期子どもの貧困対策

計画 

（２）安心して子どもを生み育てることができる 
   環境の整備 

（３）妊娠・出産・育児期の健康づくりへの支援 

（４）子育て家庭を地域で支える仕組みの充実 

（１）家庭教育の充実 

（２）幼児教育・学校教育の充実 

（３）就学前教育と小学校教育との連携 

（４）子どもの健全な成長への支援 

（５）放課後等の居場所づくりへの支援 

（１）子どもたちの安全の確保 

（２）子育てと仕事の両立支援の仕組みづくり 

（３）子育てを支援する生活環境の整備 

（４）健やかな成長を支える教育・保育環境の 
   充実 

（１）子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす 
教育の充実 

（２）青少年の健全育成の推進 

（３）生きづらさを抱える若者への支援 

（１）児童虐待防止対策の推進 

（２）子どもと子どもの育ちを支える者への支援   
  （家庭的養護を含む） 

（３）貧困の状況にある子どもたちへの支援 

（４）障害のある子どもへの支援 

１ 妊娠・出産・子育

ての切れ目のない

支援の仕組みをつ

くります 
【対応・関連する計画】 

 ○第２期子ども・子育て

支援事業計画 

 ○第１期次世代育成支援

行動計画 
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［  関連する事業  ］ 

（１）ケアラー支援事業（２）利用者支援事業（保育コンシェルジュ事業・特定型）（３）利用者支援事業（母子保健型）（４）子育て総合相談・

専門相談（子ども家庭支援センター運営事業）（５）母子保健健康教育・相談事業（６）育児相談事業（すこやか広場） 

（１）保育園事業（２）認定こども園事業（３）小規模保育事業（４）家庭的保育事業（５）事業所内保育事業（６）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・

センター事業）（７）地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）（８）一時預かり事業・緊急一時保育事業（９）子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業） 

（10）休日急患診療所運営事業（11）幼稚園事業 

（１）病児・病後児保育事業（２）養育支援訪問事業（３）母子健康手帳交付時面接事業（４）乳児家庭全戸訪問事業（５）両

親学級事業（６）妊婦健診事業（７）妊婦歯科健診事業 

（１）子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業）（２）子ども食堂運営補助事業（３）青少年対策事業 

（１）公民館事業（保育付講座、親子サロン）（２）プラネタリウム投影事業 

（１）児童発達支援事業（２）子ども支援員派遣事業（３）学習支援員事業（４）中央図書館見学会事業（５）図書館によるお話会・出前お話会

事業（６）郷土博物館による授業の受入れ・講師派遣・出張授業事業（７）プラネタリウム事業（学習投影・幼児投影） 

（１）就学支援シート活用事業 

（１）児童手当支給事業（２）児童扶養手当支給事業（３）児童育成手当支給事業（４）乳幼児医療費助成事業（５）義務教育就学児医療費助成
事業（６）養育支援訪問事業（７）ひとり親家庭等医療費助成事業（８）東大和市子どもと大人のやくそく（東大和市子ども・子育て憲章）啓発
推進事業（９）薬物乱用防止の普及啓発事業（10）乳幼児健診事業（11）乳幼児歯科保健事業（12）乳幼児栄養教室・親子料理教室事業（13）食
育推進教室事業（14）予防接種・予防接種費用助成事業（15）さわやか教育相談室事業（16）サポートルーム事業（17）スクールカウンセラー事
業（18）スクールソーシャルワーカー事業(19)私立幼稚園保護者に対する補助事業 

（１）放課後等デイサービス事業（２）無料学習塾の支援（３）子ども食堂運営補助事業（４）児童館運営事業（５）ランドセル来館事業（６）放課後児童

健全育成事業（学童保育所運営事業）（７）子どもの学習・生活支援事業（８）放課後子ども教室推進事業 

（１）ミュージックチャイム（夕やけこやけ）事業（２）青色回転灯ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回事業（３）安全安心情報送信サービス 
（４）交通安全施設管理事業（５）公園管理・狭山緑地管理・子ども広場管理事業（６）通学路防犯カメラ設置・維持管理事業
（７）スクールガード事業（８）青少年対策事業（あいさつ・見守り・パトロール） 

（１）男女共同参画推進事業（２）保育園事業（３）延長保育事業（保育園・小規模保育・認証保育所）（４）休日・年末保育事業（５）認可外保育施設利用者に対する補助事業（６）認

定こども園事業（７）小規模保育事業（８）家庭的保育事業（９）事業所内保育事業（10）病児・病後児保育事業（お迎えサービス）（11）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー

ト・センター事業）（12）延長保育事業（学童保育所）（13）一時預かり保育事業（幼稚園型）（14）幼稚園事業 

（１）保育施設の整備事業（２）赤ちゃん・ふらっと整備事業（３）東大和市子どもと大人のやくそく（東大和市子ども・子育て憲章）啓発推進

事業 

（１）サポートルーム事業 

（１）受験生チャレンジ支援事業（２）就学支援シート活用事業 

（１）小・中学生対象人権啓発事業（２）中学生の「税についての作文」コンクール事業（３）社会を明るくする運動（更生保護事業）（４）明る

い選挙ポスターコンクール事業（５）東大和市子どもと大人のやくそく（東大和市子ども・子育て憲章）啓発推進事業（６）親と子の環境教室事

業（施設見学会）（７）消費者保護対策事業（８）成人式事業（９）小・中学生の広島派遣事業（10）青少年問題協議会事業（11）青少年対策事業

（12）公民館５館合同事業「夏休み☆みんなでつくる遊空間」 

（１）精神障害者地域生活支援センター（ウエルカム）事業（２）（仮称）子どもの未来応援ネットワーク会議運営事業（３）生

活困窮者自立相談支援事業（４）就職情報室事業 

（１）児童虐待対応事業（子ども家庭支援センター運営事業）（２）要保護児童対策地域協議会運営事業（子ども家庭支援センタ

ー運営事業） 

（１）（仮称）子どもの未来応援ネットワーク会議運営事業（２）子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業）（３）子ども食堂運営補助事

業（４）母子・父子福祉資金貸付事業（５）母子家庭等自立支援給付金支給事業（６）高等学校卒業程度認定試験合格支援事業（７）母子・父子

自立支援プログラム策定事業（８）母子生活支援施設保護事業（９）ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業（10）助産実施事業 

（１）受験生チャレンジ支援事業（２）実費徴収に係る補足給付事業（３）無料学習塾の支援（４）子ども食堂運営補助事業

（５）子どもの学習・生活支援事業（６）被保護者自立促進事業（７）就学援助事業 

（１）児童発達支援事業（２）放課後等デイサービス事業（３）障害児相談支援事業（４）発達障害者支援連絡会（５）心身障害児福祉手当支給

事業（６）乳幼児発達健康診査・乳幼児経過観察発達相談事業（障害の早期発見）（７）就学相談（８）巡回相談 
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第４節 ライフステージからみた切れ目のない支援の取組 

基本理念の実現に向け、子ども・子育て支援法に定められた事業を中心に施策を展

開するとともに、子ども・若者、子育て支援を取り巻く現状と課題を踏まえながら、

子どもの成長に合わせた切れ目のない支援を行います。 

  

基本目標 妊娠期 出産期 乳児期 幼児期 

１ 妊娠・  

出産・子育

ての切れ目

のない仕組

みをつくり

ます 

  
  

２ ライフステ

ージに沿っ

た子どもの

成長と発達

を支援する

環境をつく

ります 

  
  

３ 子育てしや

すい安全・

安心な環境

をつくりま

す 

  
  

４ 子ども・若

者の健やか

な成長と自

立を支える

地域をつく

ります 

  
  

５ 支援や配慮

を必要とす

る子どもや

家庭を支え

る地域をつ

くります 

  
  

 

赤ちゃん訪問の実施 

（乳児家庭全戸訪問事業）事業 

乳幼児健康診査・子育て教室の実施 

病児・病後児保育事業 

児童館運営事業 

母子健康手帳の交付時の 

相談・指導及び両親学級 

の実施、妊婦健康診査事業 

さわやか教育相談室事業

赤ちゃん・ふらっと整備事業 

ケアラー支援事業・利用者支援事業・子育て総合相談事業 

母子保健健康相談事業 

ファミリー・サポート・センター事業（さわやかサービス） 

児童発達支援体制の充実 

保育施設の整備事業 

保育所等における保育・時間外保育事業・休日保育事業

就学支援シート活用事業

養育支援訪問事業 

食育啓発事業・食に関する指導の充実 

子育て家庭にやさしいまちづくり 

東大和市子どもと大人のやくそく（東大和市子ども・子育て憲章）啓発推進事業 

子ども・子育て相談事業 

要保護児童対策地域協議会 

ひとり親家庭等の自立支援 

ワーク・ライフ・バランスに関する普及・啓発 
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小学生 中学生 高校生  
⻘年期 

    

    

    

    

    

放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

ファミリー・サポート・センター

事業（さわやかサービス） 

子育て家庭にやさしいまちづくり 

薬物乱用防止の普及啓発の充実 

東大和市子どもと大人のやくそく（東大和市子ども・子育て憲章）啓発推進事業 

子ども・子育て相談事業 

放課後子ども教室 

特別支援教育の充実 

生活困窮世帯学習支援事業 

要保護児童対策地域協議会 

ひとり親家庭等の自立支援 

放課後等デイサービス事業 

ケアラー支援事業・利用者支援事業・子育て総合相談事業 

病児・病後児保育事業 

児童発達支援体制の充実 

養育支援訪問事業 

さわやか教育相談室事業 

児童館運営事業 

食育啓発事業・食に関する指導の充実 

就学支援シート活用事業 

ワーク・ライフ・バランスに関する普及・啓発 


